
(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  身体接触部材（１）の内部において身体

に接触する部材表面から所定距離の位置に温度センサ

（２）を埋設し、温度センサ（２）により温度情報値を

得、情報処理装置（３）により前記温度情報値に所定の

補正値を加えて体温の推定値を得ることを特徴とする体

温計測装置。

【請求項２】 請求項１に記載の体温計測装置におい

て、前記身体接触部材（１）内に前記温度センサ（２）

を複数個配置し、これらセンサ（２）のうちで最高温度

値を示すセンサの温度情報値を採用することを特徴とす

る体温計測装置。

【請求項３】  請求項１又は２に記載の体温計測装置に

おいて、前記情報処理装置（３）の電子回路中にアナロ

グ的又はディジタル的にバイアスをかけて温度情報値に

加算すべき必要な前記補正値を含ませることを特徴とす

る体温計測装置。

【請求項４】  請求項１～３のいずれか一項に記載の体

温計測装置において、前記推定値を表示装置（４）に表

示することを特徴とする体温計測装置。

【請求項５】  請求項１～４のいずれか一項に記載の体

温計測装置において、前記情報処理装置（３）と前記表

示装置（４）とを一体化することを特徴とする体温計測

装置。

【請求項６】  請求項１～５のいずれか一項に記載の体

温計測装置において、前記身体接触部材（１）を枕とす

ることを特徴とする体温計測装置。

【請求項７】  請求項１～６のいずれか一項に記載の体

温計測装置において、前記所定距離を１ｃｍ以内とする

ことを特徴とする体温計測装置。



【請求項８】  請求項１～７のいずれか一項に記載の体

温計測装置において、前記補正値を０．５～０．９℃と

することを特徴とする体温計測装置。

【請求項９】  請求項８に記載の体温計測装置におい

て、前記補正値を０．７℃とすることを特徴とする体温

計測装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【技術分野】本発明は身体装着部材を使用した体温計測

装置に関するものであり、特に在宅介護用として好適な

体温計測装置に関するものである。

【０００２】

【従来技術】従来、体温の計測には温度センサを身体に

直に接触させる必要があり、在宅医療のように長時間被

験者に不快な接触感を与えずに体温計測を行うことは不

可能であった。又、鼓膜温度を計測する方法は非接触方

式ではあるが、耳に検出器を長時間固定しておくことは

不可能であり、仮に固定したとしても寝返りができずに

不都合なので長時間の連続計測が困難であった。従来技

術では温度センサを身体に密着させる必要があり、被験

者に不快な接触感を与えずに密着を確保することは困難

であった。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】それ故に、本発明の目

的は、長時間被験者に不快な接触感を与えずに体温計測

を行うことの必要性を考慮し、身体に温度センサを直に

接触させることなく、寝返りも可能な状態で体温を計測

する装置を提供することにある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため

に、本発明は、身体装着部材の内部において身体に接触

する部材表面から所定距離の位置に温度センサを埋設

し、該温度センサにより温度情報値を得、情報処理装置

により上記温度情報値に所定の補正値を加えて体温の推

定値を得ることを特徴とする体温計測装置を提供する。

【０００５】本発明により、身体接触部材を使用するこ

とで被験者に温度センサを取付ける必要はなく、かつ被

験者に不快な接触感を与えることもなく連続的に長時間

温度計測が可能となる。特に在宅医療の場では安静状態

の被験者に全く不快な接触感を与えることなく体温を連

続的に長時間計測できることの意義は極めて大きい。

【０００６】

【発明の実施の形態】以下、添付図面に示した好適な実

施例について更に説明する。

【０００７】先ず、本発明の具体的構成について説明す

る。図１には、本発明の一実施例における温度計測装置

の主要な構成部分として、身体接触部材１、温度センサ

２、情報処理装置３及び表示装置４を示す。身体接触部

材１内に温度センサ２を配置し、温度センサ２によって

温度情報値を得、情報処理装置により温度情報値に所定

の補正値を加えて体温の推定値を得る。

【０００８】身体接触部材１は好適には就寝用枕であ

り、被験者等の体温を不快な接触感を与えずに連続的に

長時間推定するために使用するものである。尚、身体接

触部材は長時間に亘って被験者の体温を連続測定できる

ものであればよく、例えばマット又は布団でもよい。

【０００９】温度センサ２は被験者の体温を感知するも

のであり、身体接触部材１の中に埋設できる程度に小型

のものであればよい。例えば、接合型センサ、サーミス

タ温度センサ、半導体温度センサ等が使用できる。本発

明者の実験においてはサーミスタを予め０．１℃まで表

示される標準温度計にて較正して使用した。

【００１０】温度センサ２を身体接触部材１の表面の極

近傍に配置すると被験者が温度センサ２の形状を感知し

て不快感にさらされることとなるが、逆に身体接触部材

１の表面から必要以上に離間した位置に配置すると被験

者の体温が正確に計測できない恐れがある。これを踏ま

え、身体接触部材１の内部にどの程度の深さまで温度セ

ンサ２を挿入しても温度計測に影響を与えないかを調査

したところ、身体接触部材１の表面から１ｃｍ以内であ

れば計測に実質的に影響を与えないことが判明した。こ

の際、細い温度センサ２を用いて身体接触部材１の身体

との接触表面から内方に内部２～３ｍｍまで挿入すれば

被験者が不快感にさらされる恐れがないことも判明し

た。

【００１１】尚、計測温度は例えば頭部を枕１に載せて

約２０分経過後に一定となる。従って可能な限り高感度

で細い温度センサ２を使用し、温度計測の際には温度計

測に先立って少なくとも２０分間待機状態を確保するの

が望ましい。

【００１２】本発明の体温計測装置においては、温度セ

ンサ２が単数の場合、頭がずれて測定不可能となる恐れ

がある。この問題を解消するため、体温を枕の全面で測

定できるよう温度センサ２を複数個分散して配置しても

よい。この場合には、これら複数の温度センサ２のうち

で最高値を計測した温度センサ２の計測値のみを採用す

る。

【００１３】情報処理装置３は温度センサ２で得られた

温度情報値を演算処理するものであり、本発明者の実験

においてはサーモレコーダ－ＲＴ－１０（タバイエスペ

ック（株））を使用した。

【００１４】更に、情報処理装置３の電子回路中にバイ

アスをかけて温度情報値に加算に必要な補正値の情報を

含ませる構成を採用すると一層簡略化が図られ、医療従

事者にとってより簡便な装置となる。図２に本発明の体

温計測装置に組み込んだアナログ的補正回路を示す。デ

ィジタル的補正を行う場合には、カウンタが０Ｖではな

く０．７Ｖの値からカウントを開始するように構成す

る。

【００１５】表示装置４は情報処理装置３により演算処
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理された値を表示して被験者の体温を伝達するためのも

のであり、本発明者の実験においてはディジタルマルチ

メータＶＯＡＣ７５７（岩崎通信機（株））を使用し

た。

【００１６】以上に加えて、情報処理装置３と表示装置

４とを一体化して小型化を図るのも望ましい一例であ

る。

【００１７】又、在宅医療では常に遠隔地にいる医療従

業者が被験者の情報を監視する必要がある。そこで上述

した体温推定値を適宜の通信手段、例えばパソコン通信

を介して必要な場所に伝送するように、体温計測装置を

構成するのが望ましい。この場合他の必要な情報、例え

ば呼吸波形、心拍動波形等と共に体温推定値を伝送する

よう構成すれば一層の効果が得られる。

【００１８】次に、本発明における体温の推定を行うた

めに実施した実験の結果について説明する。本発明者は

実験により、頭部表面の温度が性別を問わず腋下温度に

比べて約０．７℃低いことを、温度計で計測することに

より又は頭髪のない被験者をサーモグラフで計測するこ

とによって確認した。図３に実験結果を示す。以上の事

実から安静時の体温を推定するには、温度センサ２の情

報に約０．７℃を加算して表示すればよいこととなる。

この補正値は、場合によって０．５～０．９℃のように

幅をもたせることが望ましい。

【００１９】上述したところから明らかなとおり、本発

明によれば、身体接触部材を使用することで被験者に温

度センサを取付ける必要はなく、かつ被験者に不快な接

触感を与えることもなく連続的に長時間温度計測が可能

となる。特に在宅医療の場では安静状態の被験者に全く

不快な接触感を与えることなく体温を連続的に長時間計

測できることの意義は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明による体温計測装置の一実施例の概略

図である。

【図２】  本発明による体温測定装置の情報処理装置に

中に組み込んだアナログ的補正回路を示す回路図であ

る。

【図３】  （ａ）は仰臥位での頭部温度と腋窩温との関

係を示したものである。（ｂ）は側臥位での頭部温度と

腋窩温との関係を示したものである。

【符号の説明】

１  身体接触部材

２  温度センサ

３  情報処理装置

４  表示装置

【要約】

【課題】  被験者に不快な接触感を与えずに長時間体温

計測を行うことを考慮し、身体に温度センサを直に接触

させることなく体温を計測する寝返りも可能な体温計測

装置を提供することにある。

【解決手段】  本発明による体温計測装置は、身体接触

部材（１）の内部において例えば頭部に接触する身体接

触部材（１）の表面から所定距離の位置に温度センサ

（２）を埋設したものである。温度センサ（２）により

温度情報値を得、情報処理装置（３）により温度情報値

に所定の補正値を加えることにより得られる推定値を表

示装置（４）に表示する。

【図１】 【図２】
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【図３】
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